
 

 

 

平成 25 年６月 12 日 

各 位 

会 社 名  日本電子株式会社 

代表者名  代表取締役社長 栗原 権右衛門 

（コード番号： 6951、東証第一部） 

問合せ先  経営戦略室長 大井 泉 

TEL      (042)543-1111 

 

第第第第１１１１種種種種優先株式優先株式優先株式優先株式のののの取得取得取得取得およおよおよおよびびびび消却消却消却消却にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

    

当社は、平成 25年６月 12 日開催の取締役会において、普通株式への転換に伴う普通株式の希薄化を

回避するとともに、将来における優先株式に係る配当負担や強制償還価額の増加を軽減するため、当社

発行の第１種優先株式の一部につき、当社定款第 12 条の７の規定に基づき取得すること、および当該

取得を条件として会社法第 178 条の規定に基づく消却を行うことを決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

記 

 

１．取得の内容 

（１）取得する株式の種類 第１種優先株式 

 

（２）取得の相手方 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有

限責任組合 

 

（３）取得する株式の総数 1,000 株 

 

（４）株式の取得価額 1 株につき 1,061,917.8 円 

 

（注） 上記の取得価額は、1,000,000 円の 105％に日割未払優先配当金額（取得日の属する事業

年度において、取得日を基準日として優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、当

社定款第 12 条の 2第 2項に従い計算される優先配当金額相当額）を加算した額です。 

 

（５）株式の取得価額の総額 1,061,917,800 円 

 

（６）取得日 平成 25 年６月 27 日 

 

（７）取得後の株式の残数 2,000 株 

 

２．消却の内容 

（１）消却する株式の種類 第１種優先株式 

 

（２）消却する株式の総数 1,000 株 

   （上記１．により取得する第１種優先株式の全部） 

（３）効力発生日 平成 25 年６月 27 日 

 

（４）消却については上記１．により第１種優先株式の全部を当社が取得することを条件とします。 

 

以 上 

 


